
【仙台市が管理する道路】・・・仙台市道、県道、国道（２８６，４５７号）

泉区
宮城総合支所

秋保総合支所

各種申請等に必要な様式

備　　　　考

必要部数

□路線図

□道路掘削図

着工前から完了まで、工種順に施工写真を整理し、A4
サイズの用紙（縦形）に印刷したもの。
※アルバム型の工事写真帳にプリント写真を貼付した
ものは受付不可。

工事着手前に道路使用許可の写しを
⑦窓口に提出していただき、給水装
置工事施行要領様式-26号、27号、
28号に道路占用申請番号を付番し、
お渡しします。

道路復旧費（間接費）納付対象の場合□納入通知書兼領収書の写し

指定工事事業者様　準備

道路占用申請等に必要な書類と様式

□道路掘削工事写真

道路占用申請時に必要な書類

道路掘削 仮復旧の工事写真提出に必要な書類

様　　　　式

指定工事事業者様　作成

指定工事事業者様　作成

□舗装本復旧工事計画書

□舗装本復旧計画図

仙台市ホームページより印刷可

備　　　　考様　　　　式

□位置図

□現況三方向写真

指定工事事業者様　作成

様式区分

水道局

水道局

工事着手前に道路使用許可の写しを
⑦窓口に提出していただき、給水装
置工事施行要領様式-26号、27号、
28号に道路占用申請番号を付番し、
お渡しします。

1

1

1

4

3
□道路使用許可申請書

2 上記以外の区

□舗装本復旧工事写真

□舗装本復旧工事完了届 水道局

□舗装本復旧計画図 水道局

水道局

舗装本復旧の工事写真提出に必要な書類

様　　　　式 様式区分 備　　　　考

着工前から完了まで、工種順に施工写真を整理し、A4
サイズの用紙（縦形）に印刷したもの。
※アルバム型の工事写真帳にプリント写真を貼付した
ものは受付不可。

地図発行各社の二次利用については著作権がござい
ますのでご注意下さい。



【　国　道　】

　　　　　　　　　　　　国道４５号線（苦竹ICより東側）

地図発行各社の二次利用については著作権がござい
ますのでご注意下さい。

◆東国道維持出張所・・・国道４号線（仙台バイパス）

□占用許可申請図 1

道路使用許可申請に必要な書類

□道路使用許可証 2
　　指定工事事業者様　作成
※『道路占用許可書』の写しを添
付して所轄警察署へ申請

様　　　　式 必要部数 備　　　　考

指定工事事業者様　作成

指定工事事業者様　準備
地図発行各社の二次利用については著作権がござい
ますのでご注意下さい。

指定工事事業者様　作成

指定工事事業者様　準備

4

□道路使用許可証（写） 1

着工届の提出に必要な書類

指定工事事業者様　作成

3

3

5

□位置図

□現況三方向写真

□占用許可申請図

様　　　　式 必要部数 備　　　　考

□交通誘導員資格証明書（写） 1

□車道規制の場合１週間
　 以上前に「申請書」
  「工程表」を提出
  （FAXによる）

様　　　　式 必要部数 備　　　　考

事前協議に必要な書類

様　　　　式 必要部数 備　　　　考

□位置図 1

□現況三方向写真 1

道路占用申請時に必要な書類

1

□土留計算書
（掘削深1.0ｍ以上の場合）



　　　　　　　　　　　　国道４８号線

指定工事事業者様　作成

指定工事事業者様　作成

指定工事事業者様　準備
地図発行各社の二次利用については著作権がござい
ますのでご注意下さい。

指定工事事業者様　準備
地図発行各社の二次利用については著作権がござい
ますのでご注意下さい。

◆西国道維持出張所・・・国道４５号線（苦竹ICより西側）

道路占用申請時に必要な書類

様　　　　式 必要部数 備　　　　考

□位置図 3

□現況三方向写真 3

□占用許可申請図 5

□土留計算書
(掘削深1.5ｍ以上の場合)

4

様　　　　式 必要部数 備　　　　考

水道局

工事着手前に道路使用許
可の写しを⑦窓口に提出
していただき、給水装置
工事施行要領様式-26
号、27号、28号に道路占
用申請番号を付番し、お
渡しします。

□舗装本復旧工事完了届 1

□工事写真 2

指定工事事業者様　作成

事前協議に必要な書類

様　　　　式 必要部数 備　　　　考

□位置図 1

□現況三方向写真 1

□占用許可申請図 1

□国道路線調査平面図
（ｵﾌｾｯﾄ記入したもの)

1

舗装本復旧工事計画書提出に必要な書類

□舗装本復旧工事計画書 1

□出来形 2

□工事写真 2

備　　　　考

□占用許可申請図 1

□出来形 2

引継書提出に必要な書類

舗装本復旧工事完了届提出に必要な書類

様　　　　式 必要部数

様　　　　式 必要部数

様式区分

水道局

様式区分

工事着手前に道路使用許
可の写しを⑦窓口に提出
していただき、給水装置
工事施行要領様式-26
号、27号、28号に道路占
用申請番号を付番し、お
渡しします。

備　　　　考



1

指定工事事業者様　作成□車道規制の場合１週間
　 以上前に「申請書」
  「工程表」を提出
  （FAXによる）

1

舗装本復旧工事計画書提出に必要な書類

様　　　　式 必要部数 様式区分 備　　　　考

□舗装本復旧工事計画書 1

道路使用許可申請に必要な書類

様　　　　式 必要部数 備　　　　考

□道路使用許可証 2
指定工事事業者様　作成
※『道路占用許可書』の写しを添
付して所轄警察署へ申請

着工届の提出に必要な書類

様　　　　式 必要部数 備　　　　考

水道局

工事着手前に道路使用許
可の写しを⑦窓口に提出
していただき、給水装置
工事施行要領様式-26
号、27号、28号に道路占
用申請番号を付番し、お
渡しします。

□工事写真 2

□出来形 2

□道路使用許可証（写）

舗装本復旧工事完了届提出に必要な書類

様　　　　式 必要部数 様式区分 備　　　　考

□舗装本復旧工事完了届

□占用許可申請図 1

指定工事事業者様　作成
□国道路線調査平面図
（ｵﾌｾｯﾄ記入したもの)

1

1

水道局

工事着手前に道路使用許
可の写しを⑦窓口に提出
していただき、給水装置
工事施行要領様式-26
号、27号、28号に道路占
用申請番号を付番し、お
渡しします。

□工事写真 2

□出来形 2

引継書提出に必要な書類

様　　　　式 必要部数 備　　　　考


